
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本的な考え方 



１.計画の基本理念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スポーツ基本法では、スポーツを通じて幸せで豊かな生活を営むことは、すべての住民

の権利であると示されています。 

 その実現のためには、いつでも、どこでも、誰でも自主的に、それぞれの関心や適性、健

康状態に関わらず安心してスポーツを行うことのできる機会と環境が必要です。 

 当町では、スポーツに関わる地域の人材や資源を発掘・育成し、身近で気軽にスポーツ

を楽しむ事業を創出することで、「する」スポーツ、「みる」スポーツ、「ささえる（応援する）」

スポーツを実現し、スポーツ参画人口の拡大と、生涯スポーツとしての１人１スポーツを推

進していきます。 

 そして、地域とのつながりを深めることで、スポーツによるまちづくりを目指します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

府中町の目指す姿 

 

基本理念 

 

１人１スポーツで 心身の活力みなぎる あきふちゅう 

～スポーツを「する」「みる」「ささえる」ことを楽しむまち～ 
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２.計画の基本方針と基本施策 

 

 

地域の人材や地域資源を発掘・活用し、スポーツを通じた交流による地域力の向上を 

図ります。 

 ①地域の人材や地域資源の発掘・活用 

②地域のスポーツ活動の支援 

③学校等におけるスポーツの指導、ボランティア活動の充実 

 

 

幼児期から高齢者、障害者が継続して、スポーツに親しめる環境を充実させ、生涯スポーツ

ツとして１人１以上スポーツを楽しめるよう推進します。 

 
①年代にあわせたスポーツの推進 

②高齢者のスポーツ習慣づくり 

③障害のある人のスポーツ促進 

 

 

競技スポーツ団体、地域スポーツ団体への支援や、トップアスリートやプロスポーツと身

近に触れあえる機会を創出し、人材育成を図ります。 

 
①トップアスリートやプロスポーツに触れる機会の創出 

②競技スポーツ団体等への支援 

③指導者の育成・支援 

 

 

スポーツ施設の有効利用を促進し、だれもが身近にスポーツに親しめる施設環境を整備

します。 

 
①公共施設予約システムの導入等による運用整備 

②公共スポーツ施設の計画的な修繕・改修 

③スポーツに関する情報の発信 
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基本方針１：スポーツを通じた地域力の向上 

 

基本方針２：スポーツ参画人口の拡大 

 

基本方針３：競技力の向上 

 

基本方針４：スポーツに親しむ環境の整備 
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